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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　牽引ケーブル（１１）を有する安全ベルト用の引締め装置であって、
　前記牽引ケーブル（１１）は、偏向ブロック（１３）を通して案内され、且つ、前記偏
向ブロック（１３）に隣接した、前記安全ベルトの連結部品（１２）のキャリヤとしての
案内管（１４）を長手方向に変位できる駆動部品に連結され、
　前記牽引ケーブル（１１）を、前記連結部品（１２）の車両側位置によって予め定めら
れた延び方向から、前記案内管（１４）の軸方向の延び方向に偏向させるための湾曲した
チャネル（１９）が、前記偏向ブロック（１３）内に設けられ、
　前記偏向ブロック（１３）の前記挿入領域（１８）の２つの案内フェース（２０，２１
）は、前記案内管（１４）の長手方向において、互いに反対側に位置し、一方の案内フェ
ース（２０）は、前記案内管（１４）の長手方向の前記偏向ブロック（１３）から所定距
離の取付け位置で、前記牽引ケーブル（１１）を偏向させるために寄与し、前記安全ベル
トの連結部品（１２）を固定し、前記案内管（１４）から遠ざかるように延びる他方の案
内フェース（２１）は、前記案内管（１４）の長手方向の前記偏向ブロック（１３）から
所定距離の位置に位置決めされ、前記案内管（１４）と反対側に位置し、
　前記案内管（１４）の延び方向において前記偏向ブロック（１３）から或る距離にある
位置であって、前記牽引ケーブル（１１）が前記チャネル（１９）を延びる前記偏向ブロ
ック（１３）の挿入領域（１８）において前記案内管（１４）と直径方向反対側の位置に
、前記安全ベルトの前記連結部品（１２）を固定するために、前記案内管（１４）から遠
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ざかるように延びる案内フェース（２１）は、前記連結部品（１２）を備えた前記引締め
装置を据えつけた状態において、前記牽引ケーブル（１１）が、前記偏向ブロック（１３
）内部において、Ｓ字形の経路を取るように、位置され、
　前記偏向ブロック（１３）の車両側取付け後、前記案内フェース（２０，２１）によっ
て包囲される領域に導入される、牽引ケーブルの経路を固定するための案内ウェブが設け
られている、
　引締め装置。
【請求項２】
　前記２つの案内フェースがなす角度が８０～１００°である、請求項１記載の引締め装
置。
【請求項３】
　前記案内ウェブは、前記偏向ブロック（１３）のカバーに設けられている、請求項１記
載の引締め装置。
【請求項４】
　前記引締め装置（１０）を前記車両に取り付けるときに、車両部分に係合し且つ前記偏
向ブロック（１３）の回転を固定するツイストロック（１７）が、前記偏向ブロック（１
３）に設けられている、請求項１～３のいずれか一に記載の引締め装置。
【請求項５】
　前記ツイストロックは、前記偏向ブロック（１３）に連結されるカバー（１６）に設け
られた舌部（１７）を有する、請求項４記載の引締め装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安全ベルト用の引締め装置であって、偏向ブロックを通して案内され、偏向
ブロックに隣接した案内管内で長手方向に変位できる駆動部品に連結された牽引ケーブル
を安全ベルトの連結部品のキャリヤとして有し、牽引ケーブルを連結部品の車両側位置に
よりあらかじめ定められたその延び方向から案内管の軸方向延び方向に偏向する湾曲した
チャネルが、偏向ブロック内に設けられている引締め装置に関する。
【０００２】
　先行技術による上述の特徴を備えた引締め装置が、欧州特許第１８６，８８０号明細書
に記載されている。牽引ケーブルを通過させる公知の引締め装置の偏向ブロック内に設け
られたチャネルは、牽引ケーブルが車両において安全ベルトのための連結部品が固定され
た位置にあるので偏向ブロックに入る方向と偏向ブロックに隣接した案内管の軸方向との
間で車両により必要とされる牽引ケーブルの偏向量に対応した湾曲コースを有する。
【０００３】
【特許文献１】欧州特許第１８６，８８０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　公知の引締め装置は、牽引ケーブルのための偏向ブロックを備えた引締め装置が特に偏
向ブロックへの案内管の割り当てが車両内での特定の既存の空間的条件によりあらかじめ
定められている限り、各場合において車両内での１つの取付け状況に合わせて設計されて
いるに過ぎないという欠点につながっている。特に、公知の偏向ブロックのレイアウトは
、牽引ケーブルにより支持された安全ベルトのための例えば安全ベルトバックルの形態を
した連結部品の取付け位置を案内管の軸方向に定められた偏向ブロックからの距離のとこ
ろに位置させることができない。
【０００５】
　したがって、本発明は、割り当てられた偏向ブロックを有する締め付け装置が連結部品
の取付け位置を案内管の軸方向において偏向ブロックから距離を置いたところに位置させ
ることができるような仕方で先行技術による特徴を備えた引締め装置を改良する目的に基
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づいている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、本明細書に添付した特許請求の範囲の特徴により達成され、かかる特徴は
、本発明の有利な実施形態及び改造例を含む。
【０００７】
　本発明の特徴は、その基本的な技術的思想に応じて、安全ベルトの連結部品を案内管の
延び方向において偏向ブロックから距離を置き且つ偏向ブロック内を延びるチャネルに対
する牽引ケーブルのための偏向ブロックの挿入領域内で案内管と直径方向反対側にある位
置に固定するため、案内管から遠ざかって延びる案内フェースが、連結部品を備えた引締
め装置の取付け状況の際、偏向ブロック内部の牽引ケーブルのＳ字形コースが結果的に生
じるように配置されていることにある。本発明は、案内フェースを位置させることにより
可能になる偏向ブロック内での牽引ケーブルのＳ字形コースが得られるので、安全ベルト
のための連結部品の取付け位置が、連結部品が案内管の延び方向において偏向ブロックか
ら距離を置いたところに位置するように具体化され、車両内での案内管と直径方向反対側
に位置すると共に（或いは）車両内に位置するという利点につながっている。
【０００８】
　さらに、本発明の例示の一実施形態によれば、牽引ケーブルを案内管の方向で偏向ブロ
ックから距離を置いたところの取付け位置で偏向させる別の案内フェースが、案内管の長
手方向において偏向ブロックの挿入ブロック内で案内フェースと直径方向反対側に配置さ
れている。案内フェースの追加の位置決めは、引締め装置を車両の延び方向において前方
に位置する案内管を有する取付け状況（左側）と車両の延び方向において後方に突き出た
案内管を有する取付け状況（右側）の両方において車両内に取り付けることができ、この
場合、引締め装置の構造上の変更又は改造を必要としないという利点につながっている。
両方の取付け状況において、変更ブロック内に設けられたチャネル内への牽引ケーブルの
挿入のために変更ブロックに設けられた２つの互いに異なる案内フェースだけが使用され
る。
【０００９】
　本発明の例示の一実施形態によれば、案内フェースのなす角度は、８０～１００°であ
る。
【００１０】
　本発明の例示の一実施形態によれば、偏向ブロックの車両側取付け後、案内フェースに
より包囲される領域内に導入できる案内ウェブが、牽引ケーブルのコースを固定するため
に設けられ、案内ウェブを偏向ブロックのためのカバー上に設けることができる。
【００１１】
　引締め装置が偏向ブロックの領域内に取り付けられた締結具により車両に固定された部
分に取り付けられる場合、案内管内の牽引ケーブルのための駆動部品の運動によりガス発
生器をトリガすると、アタッチメントにトルクが加わり、本発明の例示の一実施形態によ
れば、引締め装置を車両に取り付ける場合、車両部分に嵌るツイストロックが、偏向ブロ
ック上に設けられている。ツイストロックは好都合には、偏向ブロックに連結されるべき
カバー上に設けられた舌部から成るのがよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に説明する本発明の例示の実施形態は、図面に示されている。
【００１３】
　図１に示す引締め装置１０は、牽引ケーブル１１の端部に取り付けられた、安全ベルト
用の連結部品としての、ベルトバックル１２を引き締める、すなわち、引っ張るのに用い
られる。牽引ケーブル１１は、その必要な偏向を含め、偏向ブロック１３を通って延び、
この偏向ブロック１３は案内管１４と接合されている。案内管１４は、ガス発生器受け具
１５を有する。先行技術において知られているように、牽引ケーブル１１は、駆動部品と
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内管１４内を移動されるピストンに連結され、ピストンが案内管内を右側（図１）に移動
したとき、駆動ケーブル１１は偏向ブロック１３内に引き込まれ、かくして、ベルトバッ
クル１２と偏向ブロック１３との間の距離が短くなる。かくして、安全ベルトシステムの
使用状態においてベルトバックル１２に連結された安全ベルトに関して所望の引き締め運
動が行われる。引締め装置１０の取付けに関して、ガス発生器のトリガ時、案内管１４内
における駆動部品の運動において、偏向ブロック１３の領域で生じるトルクを無効にする
ため、突出する舌部１７を備えるカバー１６が、ツイストロックとして、偏向ブロック１
３に設けられ、この舌部１７は、締め付け装置１０を車両に取り付けるときに、適当な仕
方で車両に固定される部分又は部品に係合し、かくして、車両の部品（図示せず）への締
め付け装置１０のツイストロック式取付けを構成する。
【００１４】
　図２に示すように、牽引ケーブル１１を通して案内してこれを偏向する偏向ブロック１
３に設けられたチャネル１９は、牽引ケーブルのための挿入領域１８内へ開口し、案内管
１４の長手方向において互いに直径方向反対側に位置する案内フェース２０，２１は、牽
引ケーブルのために設けられている。案内管１４の取付け方向に延びる第１の案内フェー
ス２０は、この案内フェース２０上でこれに沿って案内される牽引ケーブル１１が案内管
１４の長手方向軸線と約４５°の角度をなすように配置されている。
【００１５】
　案内管１４の長手方向において第１の案内フェース２０と直径方向反対側に位置する第
２の案内フェース２１は、第２の案内フェース２１上でこれに沿って案内される牽引ケー
ブル１１が案内管１４と１４０°の角度をなすように湾曲部を有する状態で配置されてい
る。かくして、２つの案内フェース２０，２１は、この例示の実施形態では互いに９５°
の角度をなしている。この角度は、自動車内での取付け条件及びかくして偏向ブロック１
３への牽引ケーブル１１の種々のコース方向に適合可能である。かくして、引締め装置１
０の対応の取付け状況において、第２の案内フェース２１が牽引ケーブル１１を偏向ブロ
ック１３内に挿入するために用いられる場合、偏向ブロック１３内での牽引ケーブル１１
のほぼＳ字形の偏向が結果として得られる。
【００１６】
　偏向ブロック１３は、案内管１４と直径方向反対側のその領域に、舌部１７（図１）を
受け入れる溝状の凹部２３を備え、したがって、ツイストロック型取付けが舌部１７と偏
向ブロック１３との間の形態適合連結方式を介して実現されるようになっている。
【００１７】
　本明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面に開示された本発明の要旨の特徴は、本質
的に別個独立であり、しかも、本発明をその種々の実施形態で具体化するために恣意的に
相互組み合わせのものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】安全ベルトバックル用の引締め装置を斜視図で示す図である。
【図２】図１の引締め装置の偏向ブロックを部分断面部分図で示すである。
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